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平成25年３月４日（月） 

                                           

                                        

○議長（井上勝彦君）順番４、２番 阪本君。 

〔２番（阪本久代君）登壇〕 

○２番（阪本久代君）通告に従いまして一般

質問を行います。 

 まず１点目は、小中学校適正規模・適正配

置基本方針（案）についてです。 

 小中学校適正規模・適正配置基本方針（素

案）が（案）に改訂され、四つの小学校で「第

２回地域・保護者対象の説明会」が開催され

たことを踏まえ、この小中学校適正規模・適

正配置基本方針（案）について質問を行いま

す。 

 まず１点目、学校小規模化が及ぼす影響と

して、①児童生徒の学習面・生活面、②部活

動、③教職員の３点を挙げ、マイナス面を強

調されていますが、小規模校にもいい点があ

ります。一人ひとりの子どもの顔と名前が一

致する小規模校は、子ども同士、子どもと教

職員との間に温かい関係ができます。すべて

の子どもが何らかの係や役目の責任者になる

こともできます。学習面でも、子ども一人ひ

とりの状況がよくわかり、指導しやすくなり

ます。学校小規模化が及ぼす影響について、

納得のできる説明をしてください。 

 ２、中学校の適正配置基本方針について。

「クラス替えができない学校については、校

区の見直し、統廃合等を進めます。」、「長期的

には４校が望ましいと考えます。」ということ

ですが、各中学校を中心に保・幼・小・中の

連携や地域での子育て応援に取り組んできて

います。また、地域的、歴史的にも中学校区

ごとのまとまりがあります。中学校をなくす

ということは、若い世帯が転入先として選択

肢から外すことにつながりかねません。結局

は、さらに少子化が進むとともに、高齢化が

進むということです。少なくとも、現在の７

校は残すべきではありませんか。 

 ３番目、第２回地域・保護者対象説明会で、

どのような意見が出されましたか。 

 ４番目、「今後は、教育委員会において地域

ごとの具体的な実施計画を策定し、対象地域

では統合準備会を設置いただき、課題に対す

る対応等について協議しながら進める。」とい

うことですが、教育委員会が実施計画を策定

し、対象地域で統合準備会を設置する前に、

統廃合するかどうかについて、保護者・地域

住民の合意が欠かせないのではありませんか。 

 二つ目の質問は、税の延滞金減免制度につ

いてです。税の延滞金の利率は14.6％と高く、

本税とあわせると大きな金額となる場合があ

ります。税は納めなければなりませんが、事

業に失敗したり、世帯主が病気になったりし

て、納められない場合があります。そのとき

に市役所に相談に行けばいいのですが、なか

なか行けずに滞納し、延滞金も加わるとも考

えられます。 

 地方税法第326条第３項には、「市町村長は

納税者又は特別徴収義務者が第一項の納期限

までに税金を納付しなかったこと、又は納入

金を納入しなかったことについて、やむを得

ない理由があると認める場合においては、同

項の延滞金額を減免することができる。」とあ

ります。この地方税法第326条第３項等による

延滞金減免規定の制定を求めます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君の質問項

目１、小中学校適正規模・適正配置基本方針

に関する質問に対する答弁を求めます。 
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 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）阪本議員の質問にお

答えします。 

 学校小規模化が及ぼす影響については、議

員もご承知のとおり、橋本市適正規模・適正

配置検討委員会答申にも明記されているもの

であり、これらの課題解決の手段としては、

学校規模の適正化を図るしかないと判断して

います。つまり、中学校については課題が多

くて大きいことから、「クラス替えのできない

規模の学校は校区の見直し、統廃合を進める」

としています。 

 ３点目の、第２回地域・保護者対象説明会

については、２月臨時文教厚生委員会で報告

させていただいたとおり、２月８日に西部小

学校、16日に清水小学校、26日に橋本小学校、

27日に学文路小学校においてそれぞれ実施し

ました。その中でいただいた主な意見は、統

合した学校に子どもがなじめるのか、学力面

はどうか、また、通学が心配であるといった

意見がありました。学校がなくなるというの

は、消えゆく村をイメージしてしまう。町お

こしを行ってほしい。統合は決定事項なのか

どうか。統合以外の方法はないのだろうか。

考え直してほしいが、やむを得ないことであ

る。などのご意見をいただきました。 

 そんな中で、準備会を早く立ち上げ、課題

に対する具体的な対応の話を進めていかない

と判断できないという意見もあり、準備会を

設置し検討していくことに、概ね同意を得た

と判断しています。 

 ４点目の合意形成については、今述べたと

おり、準備会を通して図っていくものと考え

ております。さらに言えば、基本方針（案）

に明記しているとおり、保護者・地域住民・

教職員・教育委員会など、関係者・関係機関

の合意形成のもとで進めることが肝要である

と考えて進めてまいりますので、ご理解のほ

ど、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）では、①と②とあわせ

たような形で再質問をいたします。 

 まず、提言に従ってこの案がつくられたと。

適正規模・適正配置の提言に従ってというこ

とで、提言の中にも、「この適正規模・適正配

置を検討する際の 優先事項は、子どもの

善の利益を実現する観点から考える」と。こ

の検討委員会の中では、子どもの成長、発達

を促進する教育条件とは何かという問題、一

般論ではなくて、橋本市の実態に即して検討

を重ねてきたというふうに提言にもあります。

先ほども言われましたけれども、学校の統廃

合、再編成は、保護者・地域住民・教職員・

教育委員会など、関係者・関係機関の合意形

成のもとで進めることが肝要であると。まず、

この観点で進めるということで間違いありま

せんか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）検討委員会におきま

しては、子どもの 善の利益、あるいは発達

にふさわしい教育条件は何か。はじめに統合

ありきではない。そこから論議を始めていた

だいてございます。そのために必要な教育条

件として、いわゆる集団性の確保、それから

多様な活動ができる普遍性、それから専門的

な先生方に習える教育環境、そのあたりは、

特に中学校で大事であるというご指摘をいた

だいておりますので、阪本議員おただしのと

おりでございます。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そのことも踏まえて、

統廃合がありきではないということなんです

けれども、 終的には、そこに結論は案の段
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階ではなっているんですが、平成19年度の資

料で、ちょっと古いんですけど、いろいろと

調べてましたら、和歌山県における市町村立

中学校の学級数別学校数という表があったん

です。これを見ましたら、和歌山県内では３

学級という学校が49校と、中学校においては

一番多いといいますか、結局は、各学年クラ

ス替えができない規模の中学校が、県内では

一番多いと。そういう中でも、いろいろな教

育実践もされて、小規模校だからだめという

ことはないという実践例がたくさんあると思

うんです。そのことは、提言であるとか案の

中にも含まれてると思うんですけれども、そ

れで間違いはないですか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）ご指摘のとおり、和

歌山県は山間僻地を多く抱える地域でござい

ます。３学級の中学校が数多くある、そうい

う状況がございます。 

 そんな中で、きのくに教育協議会という、

いわゆる県教育委員会の諮問機関があるんで

すけれども、その中で、そういう学校を統合

することによって教育環境をさらに良くする

ことができる、そういう提言もございました。

議員ご指摘のとおり、規模の小さい学校も、

地域の協力を得ながらさまざまな努力を重ね

て、子どもの教育にあたっている学校が数多

くあることは私も存じています。しかし、統

合することによって、より良い教育環境が用

意できる。そういうことを考えるならば、統

合も教育環境を良くしていく、とるべき道で

あると、そういうふうに提言をいただきなが

ら、教育委員会でも判断をしたところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）何といいますか、今ま

で幼保一元化５カ年計画にしましても、この

中学校区を基礎に考えてきた歴史というか、

経過があると思うんです。各中学校には、先

ほども言いましたけれども、それぞれの歴史

もありますし、地域としてのまとまりもあり

ます。そういう中で、統合することも一つの

良い教育環境をつくっていくことだと判断さ

れたということなんですけれども、今までつ

くってきた地域としてのまとまり、そういう

ものを、まあ言うたら壊すことになりかねな

いかということも、やはり説明会の中でも、

多分数多く出されたと思うんですけども、そ

ういうことがあっても、それでもなおかつと

いいますか、統合したほうが良い教育環境が

得られるというふうにお考えなんですか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）学校というのは地域

に支えられて、あるいは地域に見守られて、

あるいは学校そのものが地域づくりを果たし

てきた、そういう歴史もあったと思います。

提言の中でも、統合は得るものも大きいが失

うものも大きい、その大きな失うものは何か

というたら、地域性も考えていかなければな

らない、そういうふうに思慮するところです。 

 したがって、統合とともに新しい地域のあ

り方、学校と地域のかかわり方、そういうも

のも準備会の中で、どうすることが地域を支

え、さらに子どもの教育環境を良くすること

につながるのか、そのあたりも論議の対象に

していかなければならない、そういうふうに

思ってございます。 

 以上です。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ただ、今度の、 初に

西部中学校と学文路中学校を橋本中学校に統

合するという案でいいましたら、かなり範囲

が広いと思うんです。通学の不安もたくさん

出されてますけれども、やはり、今の橋本市

には、今までにない条件があると思うんです。
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一つには、古佐田丘中学ができたということ

で、古佐田丘中学ともう一つ私立の中学校に、

小学校から中学校に２割の生徒が抜けていく

と。これがまず、今までにない条件としてあ

ります。 

 それと、今まででしたら割とのどかな田園

地といいますか、橋本市は田舎というか、の

どかだったと思うんですけども、それでもや

っぱり時々メールなんかでも入ってくるけど、

例えば、下半身を露出した人が現れたである

とか、いろいろと暗い中帰ってくる子どもに

対する不安というのは、保護者にはたくさん

あると思うんです。今までにはないような状

況がある中で、比較的近い距離に中学校があ

るということは、また小規模校であるという

ことは、子どもにとってというか、教育環境

としてはいいのではないかと思うんですけど

も、いかがでしょうか。 

 それと、前に文教厚生員会で湖南市のほう

に発達支援の研修にも行ったんですけれども、

今、いろいろな学習障がい児と申しましょう

か、いろいろなつまずきを持った子どもが増

えているという問題。そこでも、だいたい20％

から25％の子どもがその対象になるというふ

うな説明も受けたんですけれども、何といい

ますか、対人関係を、人と人とのつながりを

うまく持てない子どもが増えているんではな

いかと思うんです。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）議員ご指摘のとおり、

さまざまな発達の課題を抱えた子どもが増加

傾向にあるというのは、そのとおりです。そ

れに伴って、先生方のカウンセリングマイン

ドというんですか、その子たちを見ていくま

なざし、あるいは教育相談機能というのは、

かなりアップしてございます。小学校の早い

段階でそういった発達障がいを発見して、個

別的な対応をしているというのが今の状況で

すので、少々規模が大きくなっても、その子

たちへの対応は十分していける体制はとれる、

とらなければならない、そういうふうに考え

てございます。 

 テストをすれば、成績には問題はないと。

だから、ずっと問題なく来るんだけれども、

終的に、中学を卒業した、まだ先の話には

なるんですけれども、就職をしたときになか

なか対人関係がうまくいかずに、結局仕事が

続けられない。転職をしようと思っても、そ

の方に合った仕事がなかなか見つからずに、

働く意欲があっても就職ができないという、

そういう相談も実際に受けたこともあるんで

すけれども、そういうケースというのは、学

校が小規模なほど見つけやすいと思うんです。

一人ひとりの子どもと先生とのつながりも深

くなりますし、統合によって規模が大きくな

れば、その子どもがおとなしい子どもであれ

ば、本当に埋もれてしまってといいますか、

テストの成績では全然問題がないので、気づ

かれずにそのまま育ってしまう。中学校も卒

業してしまうということもあり得ると思うん

ですけれども、やっぱりそういう、今の、今

までにない社会情勢から言えば、そういう子

どもを見つけるのにも、小規模校のほうが良

いのではないかというふうにも思うんです。

これが二つ目と。 

 それと、規模が大きくなっても、今、さま

ざまな教育環境を考えていく中で、少人数指

導という、そういう加配もかなりたくさん増

える傾向があります。いわゆる個々の課題が

大きくなったので、やはり職員体制を増やし

て、そういう子どもたちにも対応していこう

という、そういう傾向もございます。 

 したがって、そういう子どもたちに対して

は、やや規模が大きくなっても対応ができる

というふうに判断してございますし、具体的

にどういう課題があって、どういう対応がで
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きるのかというあたりについては、準備委員

会でも丁寧に説明していくことができると思

ってございます。 

 それとやはり、今ご指摘ありましたように、

通学の負担、そして通学の安全確保、これも

やっぱり相当大きな問題かと思います。具体

的に防犯灯をつけてくれとか、いろんなご意

見をいただいています。それも具体的にその

地域を見て、どこが危ないのか、どうするこ

とによって負担を軽減し、安全確保をし、ま

た、保護者に納得してもらえるのか。そのあ

たりも準備会で十分検討していく材料にして

いきたい、そのように考えてございます。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ただ、３番にも入って

くるんですけれども、説明会でどのような意

見が出ましたかということで、今、準備会の

話も出てますが、教育委員会としましては、

この案に従って、提言にしても案にしても、

統廃合ありきではないという前提はあるにも

かかわらず、説明会であるとかでは、結局は

統廃合ありきといいますか、統廃合に向かっ

た説明が行われていると思うんです。 

 私自身は、３回目と４回目の説明会に参加

させてもらったんですけれども、結局はあり

きの中で、こういうことはどうでしょうかと

いうことに対して、こうこうですという説明

があり、また、保護者の皆さんも、内心は本

当は統廃合してほしくないんだけれども、こ

れは決まったことだから仕方がないんじゃな

いかというような、そういう雰囲気を実際に

は感じるんです。 

 本当は、提言の中では、地域の問題点も含

めて大きな議論をわき起こしていくことが大

事というようなところがあったと思うんです

けれども、なかなかこの説明会、３回目、４

回目は比較的五十数人ぐらいは参加されてた

と思うんですけれども、例えば、その前に行

った紀見の説明会なんかでは、10年先という

こともあるとは思うんですけど、本当に参加

者が少なかったですし、なかなか地域で議論

をわき起こすというところまでは行ってない

というのが実情ではないかなと思うんです。 

 でも、本当だったら、地域も巻き込んだ議

論をどういうふうにしてつくり上げていくん

かということも大事なことだと思いますし、

そのときに、やっぱり言ってもしようがない

というふうに市民が思うということ自体が、

議論をわき起こさない原因になるんではない

かと思うんですけども、その辺ではいかがで

しょうか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）教育委員会からの話

題の提供の仕方にも課題があったのかなとい

うふうなことも考えます。準備会の中で、い

ろんなご意見が出てきます。それも、即時性

をもって、広く市民の方にお伝えして、お考

えいただくような、そういうことも考えてい

きたいと思ってございます。 

 統合ありきで話を進めているというような

印象を持たれるというふうな話もございまし

たけども、私どもは、 終やっぱり合意形成、

これを前提として統合を進めていく、そうい

う立場でおります。そのためのプロセス、今、

説明会をして、こういう形で統合を考えてい

ますという説明をしておるんですけども、そ

れはあくまでも合意形成を得るための道であ

る、そういうふうに判断してございますので、

またいろんな形で、市民参加の討論の場とい

うのも考えていきたいと思いますので、また

ご支援いただけることありましたら、よろし

くお願いします。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）今、合意形成というこ

とが大事ということで言われたんですけれど

も、準備会をつくっていくことイコール統廃
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合が決まりましたということではないという

ことですね。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）準備会の構成いただ

く方ですけれども、統合に賛成の方ばかり集

まってもらっても、いい論議にはならないと

思います。慎重な方、反対の方、いろんな立

場の方にお入りいただいて論議いただく、そ

のことが大切かと思っています。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）要するに、準備会でど

ういう方に入ってもらうかというのは、本当

に大事なことになると思うんです。その中で、

今、教育長は、賛成の方ばかりじゃなくてい

ろんな方がとおっしゃったんですけれども、

その人選をどうするんかというのが、すごく

難しい課題になってくると思うんです。 

 この間、４回目のときの学文路小学校での

説明会でも、同じような質問が出てたんです

けども、保護者の代表といったらＰＴＡの役

員ですかという質問があって、そうですとい

うような回答があったんですけれども、それ

だったらなかなかいろんな考え、役員にもい

ろんな考え方の方はいらっしゃるとは思うけ

れども、なかなか広く意見を出してもらえる

準備会にはならないのではないかなという危

惧があるんですけども、いかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）保護者に一番期待で

きることは、我が子の発達を願うという立場

の人やと思います。そういう意味で、保護者

の意見というのは非常に貴重やし、大切にさ

れなければならない、そういうふうに思いま

す。 

 それと、メンバー選びですけれども、公募、

手を挙げて入っていただく、そういう方も必

要かと思います。構成員はだいたいこのよう

な人ということはあるんですけども、メンバ

ーの数とかそのあたりについては、ちょっと

慎重に検討したいと思います。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）ちょっと前後してしま

って申しわけないんですけれども、どうして

も３校の統合ということになりましたら、両

端の部分が取り残されたような気持ちになる

と思うんです。通学の距離が増えてしまいま

すので、そのときに、それだけ遠いんであれ

ば、もう結局、私立の中学校に行くことを選

択するとか、今以上に橋本市立の中学校に進

学しようという方が減ってしまうんではない

かなという心配もするんですけども、その辺

はいかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）いろんな考え方があ

ると思いますけれども、その辺も準備会の中

で調査するとか、アンケートをとるとか、そ

んな方法も一つの方法論として考えられるの

かなと思います。そのことによって、どれだ

けの子どもが、あるいは保護者が、これやっ

たら私立へ行こうか、古佐田丘中へ行こうか

と判断されるのか、全くちょっと予想できれ

へん状況ですので、そのあたりは具体的な調

査でないと回答は得られないかなというふう

に感じます。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）私自身は、今度のこの

統廃合問題については、先ほどからも言いま

したけど、地域のかたまりというものもなく

してしまいますし、また、中学校がなくなる

ということは、それだけ、新しく引っ越し先

を、転入先を探しておられる方は、やっぱり

若い世代、小学校、中学校にこれから行く子

どもを持っている世代からすれば、やっぱり

学校が近いところというのが条件になってく

ると思いますので、結局、中学校がないとい

うことは、そのまちを、若い人が入ってこな
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い、高齢者ばかりのまちにしてしまうんでは

ないかなと一番心配するんです。中学校があ

るということが、まちづくりの基本にもなっ

てくると思うので、その次の第二弾につきま

しても、統廃合については反対なんです。 

 ですが、この準備会の中でになるのか、

初の小規模化が及ぼす影響の中で、教職員の

問題もあるということでおっしゃられました。

提言の中にも詳しく書いてあります。それか

ら説明会の中で、学級規模ではなくて学校規

模が問題なんだというふうにおっしゃられま

した。それは、中学校の場合、教科担当制な

ので、教職員の配置に一番苦労するというこ

とがあるとは思うんです。 

 だけども、先ほども言いましたけど、和歌

山県内は小規模校が多いと。そういう中で、

県の教職員の配置基準では足りなくても、そ

の分を市が教育にどれだけお金をかけれるか

ということにかかってくると思うんです。教

職員のその辺の問題についても、もっと具体

的に学校自身が発信をしていかないと、本当

にこの教育の問題というのは、市全体という

か、市民全体の問題にはなっていきにくいん

ではないかなと思うんですけども、その辺は

いかがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）学校の代表者もその

準備会には入っていただけますし、小規模化

が及ぼす影響についても具体的な目線で課題

を語っていただけるし、学校目線で方向性も

示していただける、そういうふうに思ってご

ざいます。 

 教職員の数、規模が小さいほど増やすのが

課題になってくるんです。加配は多人数ほど

多くなってくるというような現状もございま

すので、その辺、どれだけ県として対応して

いただけるのかどうかも含めて、準備会の中

で、しっかり教職員の数の問題、補強の問題、

そのあたりも論議していきたい、そういうふ

うに思います。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）財政的な裏付けという

のは、教育委員会ではなくて市当局のほうだ

と思うんです。本当に橋本市の教育に、どこ

に住んでいても同じ条件で教育が受けられる

ように、本当に住んでいる場所によって不利

になることがないように、教育予算というの

はぜひとも増やしていただきたいなと思うん

です。できたら市長か副市長にお願いしたい

んですけど。 

○議長（井上勝彦君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）橋本市は、市のほう

で非常勤の先生の予算、他市に比べて相当大

きな予算をつけていただいてございます。そ

れに伴って、さまざまな学校課題が解決して

いるケースもたくさんありますので、市長に

ご配慮いただいているという状況でございま

す。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）そのことはよく承知し

ているんです。少人数学級といいますか、そ

の部分に予算をかなり割いてもらっている。

それに加えて、担当教科が足りない分の補充

についても、ぜひとも積極的に考えていただ

きたいということで言わせてもらいました。

よろしくお願いします。１番終わります。 

○議長（井上勝彦君）次に、質問項目２、税

の延滞金減免制度に関する質問に対する答弁

を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（森川嘉久君）登壇〕 

○総務部長（森川嘉久君）税の延滞金の減免

規定についてのご質問にお答えをさせていた

だきます。 

 市税の延滞金は、定められた納期限を過ぎ

ると、その翌日から完納されるまで年利
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14.6％により日割り計算し、納めていただく

こととなります。ただし、納期限の翌日から

１カ月を経過する日までは、7.3％または特別

基準割合（平成25年は4.3％）の低いほうの年

利率を適用しています。これは、納期限まで

に納付された多くの納税者との公平性を保つ

ことを目的としているためです。 

 市税の延滞金の減免につきましては、地方

税法第15条の９、納税の猶予の場合の延滞金

の免除等で、延滞金を免除しなければならな

い場合が定められており、当該事項に該当す

る場合は適正に運用しているところです。 

 また、おただしの同法第326条の第３項等に

は、市町村長の裁量により市税の延滞金が減

免できるとの規定がされており、「市町村長が

やむを得ない理由があると認められる場合」

の判断については、平成21年２月９日、担当

課で事務対応マニュアルを内規として定め、

滞納者個々の事情に応じて、当該内規に従っ

て運用しているところです。 

 なお、実運用面においては、延滞金制度の

趣旨である納期限内納付者との公平性や、納

期限内の自主納付を促進させるということな

どを念頭に、納期内納税者とのバランスが非

常に重要であることから、慎重な取り扱いを

しているところです。 

 このたびの議員おただしの減免規定の制定

につきましては、現在、内規にとどめていま

すが、公平性の観点を考慮し、今後は他市の

状況等も参考にしながら研究をしてまいりた

いと思いますので、よろしくご理解のほど、

お願い申し上げます。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君、再質問

ありますか。 

 ２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）この税の延滞金につき

ましては、本当に利息が14.6％と高くて、何

とかならないものだろうかといろいろと調べ

てましたら、減免の取扱要綱を定めている自

治体がありまして、それをずっと調べてまし

たら、先ほど紹介しました地方税法第326条第

３項というのがあるということがわかったん

です。私自身がそれで初めて知ったんです。 

 今、橋本市にも、ホームページを見ました

ら、この内規というのは出てませんので、橋

本市には減免の制度がないんだと思っていた

ら、実は内規があって、実施はされていると

いうことがわかりましたので、公平性の観点

からも、ぜひこれを公表できるものにして、

公表をしていただきたいと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）総務部長。 

○総務部長（森川嘉久君）実は、県内９市を

調べましたところ、半数以上の市におきまし

て、現在、市税規則のところもありますし、

減免自体の規則を制定しておるところもある

んですけども、規則で公表をしておるところ

が半数以上にのぼっております。そういう状

況でございますので、今後、橋本市につきま

しても、今の内規につきましては運用マニュ

アルとなっておりますので、かなり煩雑な点

もございますので、それをそのままという形

ではございませんけども、もう少し簡略化し

て、市民の方にもわかりやすいような形で、

きちっとした形を制定させていただけたらと

いうふうに考えております。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君。 

○２番（阪本久代君）よろしくお願いします。 

 終わります。 

○議長（井上勝彦君）２番 阪本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、午後２時40分まで休憩いたします。 

（午後２時24分 休憩） 
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